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6 良好な景観の形成のための基準

対象物 良好な景観の形成のための基準（景観法第8条第4項第2号二）

建
築
物
・
工
作
物

照
明
装
置

原爆ドーム北側眺望景観保全エリア※1においては、レーザー光線やサーチライト等の照明装置で上空

に向かって照射するなど、原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区における南北軸線上の眺望景観の目

指すべき姿※2に影響を及ぼすものは設置しない。

※1 原爆ドーム北側眺望景観保全エリア：「第6章　5(1)ア」に示す建築物及び工作物の高さを制限する範囲。（範囲は「5 高さの最高限度

の基準」に示す図を参照）

※2 原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区における南北軸線上の眺望景観の目指すべき姿：「第6章　3」に示す視点場を起点とし、南北

軸を中心とした17度（水平方向の角度）の幅において、建築物等の眺望景観を阻害するものが何も見えない姿。

注：�市長が公益上又は用途上やむを得ないと認めるものは適用除外とする。
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　このスケッチは、景観計画の運用後、建築物の形態意匠の基準

や屋外広告物の基本方針に基づき改善されるイメージを示したも

ので、この地区の将来的な理想像を示すものではありません。また、

あくまでイメージであり、電線類など実際とは異なります。

屋上広告物設置の制限とシンプルな広告物への誘導

屋上設備に対する
景観上の配慮

外壁基調色、強調色の色彩の基準への適合

形態意匠の基準による規制・誘導がない場合のイメージ

形態意匠の基準による規制・誘導イメージ
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